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10日間かけて約40個産卵

イヌマキの生木の樹皮下を
リング状に食害

11月までに材内で羽化、
成虫のまま樹皮内で越冬

４～６月に樹皮から
脱出・産卵

◆
助
成
対
象
者

　

接
種
日
に
お
い
て
、
山
武
市
に
住
民

登
録
が
あ
る
人
及
び
外
国
人
登
録
さ
れ

て
い
る
人
の
う
ち
次
に
該
当
す
る
人


生
活
保
護
世
帯
の
人


市
民
税
非
課
税
世
帯
（
世
帯
員
全
員

が
平
成
21
年
度
市
民
税
非
課
税
）の
人

◆
助
成
金
額

接
種
費
用　

１
回
目：

３
，６
０
０
円

　
　
　
　
　

２
回
目

：

２
，
５
５
０
円

（
１
回
目
と
異
な
る
医
療
機
関
の
場
合

２
回
目
3
，6
0
0
円
）

◆
申
請
受
付
場
所
及
び
期
限

　

健
康
支
援
課
（
松
尾
Ｉ
Ｔ
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
）

（
健
康
支
援
課
へ
来
ら
れ
な
い
人
は
、
成

東
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
山
武･

蓮
沼

出
張
所
で
も
受
け
付
け
ま
す
。）

　

３
月
31
日
（
土
日
祝
日
除
く
）

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑
（
自
動
印
不
可
）

②
申
請
に
来
た
人
の
運
転
免
許
証
ま
た

　

は
被
保
険
者
証
（
本
人
確
認
の
た
め
）

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ

ン
接
種
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
前
倒
し

さ
れ
、
全
て
の
優
先
接
種
者
と
健

康
な
大
人
や
１
歳
未
満
の
小
児
も

接
種
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、
接
種

状
況
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
か
か

り
つ
け
医
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

生
活
保
護
世
帯
お
よ
び
市
民
税
非
課
税

世
帯
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ

ン
接
種
費
用
の
助
成
を
し
て
い
ま
す

③
平
成
21
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ

　

れ
た
人
は
、
平
成
21
年
１
月
１
日
の

　

住
所
地
の
役
所
が
発
行
し
た
世
帯
員

　

全
員
の
非
課
税
証
明
書

◆
償
還
払
い
に
つ
い
て

　

山
武
郡
市
以
外
の
医
療
機
関
で
接
種

さ
れ
た
人
や
無
料
券
の
発
行
前
に
接
種

さ
れ
た
人
は
、
接
種
料
金
を
医
療
機
関

に
支
払
い
、
そ
の
後
償
還
払
い
の
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
い
こ
と
は
健

康
支
援
課
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

健
康
支
援
課
保
健
予
防
係　
　

☎ 

0
4
7
9

（80）
8
3
8
3

《
必
ず
届
け
出
を
》

　

国
民
健
康
保
険
を
使
用
し
、
治
療
を

受
け
る
場
合
は
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る

傷
病
届
」
が
必
要
で
す
。

《
届
け
出
に
必
要
な
も
の
》

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
・
免
許

証
・
印
か
ん
・
相
手
方
の
連
絡
先
及
び

加
入
保
険
な
ど
の
メ
モ

◆
提
出
す
る
書
類

●
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
傷
病
届

●
念
書
（
被
保
険
者
側
）

●
誓
約
書(

相
手
側)

（
後
日
で
も
可
）

●
事
故
発
生
状
況
報
告
書

●
交
通
事
故
証
明
書
（
後
日
で
も
可
）

◆
届
出
先

　

市
民
課
国
民
健
康
保
険
係

《
医
療
費
負
担
は
加
害
者
の
責
任
》

　

第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た
傷

病
の
医
療
費
は
、
本
来
加
害
者
が
全
額

負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。
被
保
険
者
証

を
使
用
し
治
療
を
受
け
た
場
合
、
国
民

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
！

交
通
事
故
（
第
三
者
行
為
）
で
被
保
険
者
証
を
使
用
す
る
場
合

は
届
出
が
必
要
で
す

　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者（
加
害
者
）が
原
因
と
し
て
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
場
合
で
も
、被
保
険
者
証
を
使
用
し
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※

た
だ
し
、
無
免
許
運
転
・
飲
酒
運
転
な
ど
重
大
な
違
反
や
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
を

除
き
ま
す

健
康
保
険
は
加
入
者
の
医
療
費
を
一
時

的
に
立
て
替
え
、
あ
と
か
ら
加
害
者
に

費
用
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

《
示
談
を
す
る
前
に
》

　

示
談
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
内
容
が

優
先
さ
れ
て
国
民
健
康
保
険
で
立
て
替

え
た
医
療
費
を
加
害
者
に
請
求
で
き
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
示
談
の
前

に
、必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
　

市
民
課
国
民
健
康
保
険
係

☎
（80）

１
１
４
３

山
武
郡
市
内
の
医
療
機
関
で
使
え
る
無
料
券
を
発
行
し
ま
す

（
一
部
対
象
外
の
医
療
機
関
有
り
）
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ケ
ブ
カ
ト
ラ
カ
ミ
キ
リ

害
虫
の
生
態

【月々 50円の割引】
通常の口座振替の振替日は翌月末ですが、
当月末振替にした場合は割引きがあります。

当
月
末
日
の

振　
　
　

替

翌
月
末
日
の

振　
　
　

替

例：４月分の保険料を

　　４月末日に振替

⇒５０円割引

例：４月分の保険料を５月

　　末日に振替

⇒割引なし

ケ
ブ
カ
ト
ラ
カ
ミ
キ
リ
に
よ
る
マ
キ
の
被
害

　

こ
の
害
虫
は
、
屋
久
島
や
種
子
島
、

九
州
、
四
国(

南
端)

に
分
布
し
て
お

り
、
幼
虫
が
イ
ヌ
マ
キ
の
樹
皮
下
を
食

害
す
る
こ
と
で
枯
死
に
至
り
ま
す
。

　

成
虫
は
、
春（
４
～
６
月
頃
）に
樹
木

か
ら
脱
出
し
、
交
尾
し
て
樹
皮
に
産
卵

し
ま
す
。

　

被
害
木
の
移
動
に
よ
っ
て
生
息
域

が
拡
大
し
ま
す
の
で
、
樹
木
の
移
動
に

際
し
て
は
、
被
害
木
が
混
入
し
な
い
よ

う
十
分
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
強
度
の
整
枝
剪
定
や
植
え
傷

み
で
被
害
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま

す
の
で
、
樹
木
の
健
全
性
の
維
持
に
努

め
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
樹
皮
下
の
幼
虫
被
害
を
早
期

に
発
見
し
、
成
虫
の
脱
出
期
以
前
に
伐

採
、
処
分
す
る
こ
と
が
被
害
拡
大
に
は

平
成
20
年
11
月
、
本
県
で
初
め
て
確
認

ケブカトラカミキリの成虫　体長１ｃｍ程度

成虫の脱出口（直径３mm程度）

重
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
被
害

が
疑
わ
れ
る
樹

木
が
あ
る
場
合

は
左
記
ま
で
御

連
絡
く
だ
さ
い
。

防 

除 

対 

策

①
伐
採
＋
焼
却
処
理

②
伐
採
＋
破
砕
処
理
（
チ
ッ
プ
化
）

③
成
虫
脱
出
期
の
樹
幹
散
布
（
４
～
６

月
）
→ 

脱
出
期
の
複
数
回
、
定
期
的
散

布
が
必
要

※

農
薬
の
飛
散
防
止
に
注
意
願
い
ま
す
。

　

 

千
葉
県
農
林
水
産
部
生
産
販
売
振
興

課　

☎
０
４
３
（
２
２
３
）
２
８
７
１
（
ま

た
は
、最
寄
り
の
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
）

産　卵

産　卵

幼虫（食害） 蛹（さなぎ）～羽化・成虫 成虫脱出期

幼虫（食害）

10日間かけて約40個産卵10日間かけて約40個産卵

イヌマキの生木の樹皮下を
リング状に食害

イヌマキの生木の樹皮下を
リング状に食害

11月までに材内で羽化、
成虫のまま樹皮内で越冬
11月までに材内で羽化、
成虫のまま樹皮内で越冬

４～６月に樹皮から
脱出・産卵

４～６月に樹皮から
脱出・産卵

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
で

便
利
で
お
得

市
長
選
挙
立
候
補
予
定
者
説
明
会

　

国
民
年
金
保
険
料
の
口
座
振
替
納
付
は
、
毎
月
自
動
的
に
口
座
か
ら
引
き
落
と
さ

れ
ま
す
の
で
金
融
機
関
な
ど
へ
行
く
手
間
が
な
く
、納
め
忘
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

「
山
武
市
長
選
挙
」
が
４
月
11
日

告
示
、
４
月
18
日

投
票
の
日
程
で
行
わ
れ
る

予
定
で
す
。

　

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方
へ
の
説
明
会
を
次
の
日
程

で
開
催
し
ま
す
。

日　

時　

２
月
10
日
　

午
後
２
時
～

場　

所　

市
役
所
第
７
会
議
室
（
車
庫
棟
２
階
）

　
　
　
　

※

出
席
は
代
理
の
方
で
も
結
構
で
す
。

　
　

選
挙
管
理
委
員
会 

☎
（80）

１
２
６
１

※

国
民
年
金
保
険
料
を
、
そ
の
年
度
の

１
年
分
ま
た
は
６
か
月
分
を
ま
と
め

て
前
納
す
る
と
、
割
引
額
が
大
き
く
な

り
ま
す
。
口
座
振
替
の
希
望
の
方
は
、

金
融
機
関
や
郵
便
局
ま
た
は
年
金
事

務
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

１
．
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書　

２
．預
金
通
帳　

３
．預
金
通
帳
届
出
印

　

千
葉
年
金
事
務
所　
　
　
　
　
　

　

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
８

●●●●●
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所
得
税 

の
申
告
相
談
・
受
付
期
間  
 

 
 

 
 

住
民
税  

 
 

 
 

 
 

２
月
16
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で

●●●●●●

◆
申
告
に
必
要
な
も
の

●
印
か
ん

●
給
与
・
年
金
所
得
者
は
源
泉
徴
収
票

ま
た
は　

収
入
金
額
を
証
明
す
る
も
の

●
事
業
所
得
者
（
農
業
・
営
業
等
）
は

収
支
内
訳
明
細
書
ま
た
は
収
入
や
経

費
が
わ
か
る
帳
簿
・
書
類

●
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
医

療
費
な
ど
の
領
収
書
（
所
得
に
よ
っ
て

対
象
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
。）

※

保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
場

合
は
、そ
の
金
額
の
わ
か
る
も
の

●
租
税
公
課
に
つ
い
て
は
納
税
通
知

書
等
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
社
会
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
地
震

保
険
料
、
雑
損
、
寄
付
金
な
ど
の
控
除

を
受
け
る
方
は
、領
収
書
や
証
明
書
な
ど

●
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
社

会
保
険
庁
や
年
金
基
金
発
行
の
控
除

証
明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。

注　

電
話
に
よ
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、

個
人
情
報
保
護
の
た
め
お
答
え
で
き

ま
せ
ん
。
お
手
元
の
納
税
通
知
書
、
領

収
書
な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
平
成
21
年
中
に
10
年
以
上
の
ロ
ー

ン
で
マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得
し
、
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
方
は
、
源

泉
徴
収
票(

原
本)

、
購
入
者
本
人
の

住
民
票
、
収
入
印
紙
の
貼
付
さ
れ
た
売

買
契
約
書
ま
た
は
請
負
契
約
書

(

写

し)

、
登
記
事
項
証
明
書(

原
本)

、
金

融
機
関
の
借
入
金
年
末
残
高
証
明
書
、

計
算
明
細
書(
税
務
署
・
市
役
所
課
税

課
に
用
意)

●
金
融
機
関
の
口
座
番
号
の
わ
か
る

も
の（
申
告
者
本
人
名
義
）

◆
事
業
所
得
の
方
は
収
支
内
訳
書
の

添
付
を

　

営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
を
申

告
さ
れ
る
際
は
、
総
収
入
金
額
や
必
要

経
費
の
内
訳
を
記
載
し
た
「
収
支
内
訳

書
」
を
作
成
の
う
え
申
告
会
場
に
お
い

で
く
だ
さ
い
。

◆
譲
渡
所
得
の
申
告
に
つ
い
て

　

平
成
21
年
中
に
土
地
（
借
地
権
）
や

建
物
等
の
不
動
産
を
お
売
り
に
な
っ

た
場
合
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
や
株
式
等
の

資
産
を
お
売
り
に
な
っ
た
場
合
は
、
譲

渡
所
得
等
に
つ
い
て
所
得
税
の
確
定

申
告
が
必
要
で
す
。

◆
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
e-

T
A
X

●
e-

T
A
X
な
ら
、
自
宅
や
オ
フ
ィ

ス
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

て
国
税
の
申
告
、
申
請
・
届
出
等
が
で

き
ま
す
。

●
平
成
21
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告

を
、
e-

T
A
X
を
利
用
し
て
行
う
と
、

所
得
税
額
か
ら
最
高
５
千
円
の
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
平
成

19
年
分
20
年
分
の
確
定
申
告
で
、
こ
の

税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
た
方
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。）

●
e-

T
A
X
を
利
用
す
る
に
は
、
電

子
証
明
書
（
住
基
カ
ー
ド
）
と
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

【
e-

T
A
X
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

h
ttp

://w
w

w
.n

ta
.g

o
.jp

/e
-ta

x
2
0
/

to
k
u
sy

u
2
0
.h

tm

　
　

課
税
課
市
民
税
係 

☎
（80）

１
２
８
１

あなたは所得税や住民税の申告をする必要がありますか？

平成22年1月1日現在、山武市に住民登録はありますか

21年中に収入のあった方

はい

はい

はい

はいはい

はいはい

はい はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

住民税の申告は１月１日現在に住民登録の
ある市町村へ提出してください

給与収入の方です
か

年末調整は済んで
いますか

給与所得以外の所
得がありましたか

給与所得以外の所
得が20万円を超
えていますか

確定申告が必要で
す

年金収入の方です
か

配偶者、国保税等
控除するものはあ
りますか

確定申告又は住民
税の申告が必要で
す

同居の家族の扶養
になっていました
か

別居の親族の扶養
になっていました
か

住民税の申告が必
要です（親族の住
所・氏名を記入）

住民税の申告が必
要です（生活状況
を記入）

２ヵ所以上から給
与をもらっていま
すか

確定申告が必要で
す

給与・年金収入以
外の方ですか

確定申告が必要で
す

申告の必要はあり
ません

申告の必要はあり
ません

勤務先から給与支
払報告書が役所に
提出されています

申告の必要はあり
ません

21年中に収入のなかった方
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